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 新宿区保健所 衛生課 

 

新宿区では、国が定める「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、令和４年

3 月に「令和４年度新宿区食品衛生監視指導計画」を策定しました。令和４年度はこの計画に基づ

き、計画的、効率的かつ効果的な監視指導を実施するとともに、区民の皆様や食品等事業者と、食

品の安全性に関する情報提供や意見交換を行い、区民の食に対する安全と安心の確保に取り組みま

した。 

この度、令和４年度の食品衛生監視指導計画の実施結果について概要を取りまとめましたので、

お知らせいたします。 

 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号） 

食品安全基本法（平成 15 年法律第 48号） 

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成 2 年法律第 70号） 

食品表示法（平成 25 年法律第 70 号） 

東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和 61 年東京都条例第 51 条） 

食品衛生法施行条例（平成 12 年東京都条例第 40 号） 

東京都食品安全条例（平成 16 年東京都条例第 67 号） 

関係政省令・規則 

 

 

（１）実施体制 

食品衛生に関する監視指導は、原則として新宿区保健所衛生課が実施しました。大規模製造

業、食品流通拠点や輸入食品及び複数の区にまたがる有害食品の排除や違反処理などに関する

監視指導は、「食品衛生行政の運営に関する細目協定（以下「協定」という。）」に基づき東

京都と協力の上、実施しました。 

 

（２）他機関との連携 

他の自治体との連絡調整は、法律に定めがあるものを除き、原則として東京都を通じて実施

しました。また、必要に応じて、厚生労働省、農林水産省及び消費者庁など関係省庁と連携し

ました。  

 

令和４年度 新宿区食品衛生監視指導計画の実施結果（概要） 

３ 根拠法令 

１ はじめに 

２ 計画期間 

４ 監視指導の実施体制及び他機関との連携 
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（３）区他部署との情報共有 

学校、子ども園、保育園、高齢者福祉施設等における食中毒を防止するため、必要に応じて区

の教育委員会、子ども家庭部、福祉部等の施設管理部署と情報共有を行い、区内施設の食品の衛

生確保に努めました。また、食中毒と感染症の両方が疑われる場合は、感染症を担当する保健予

防課と連携協力して調査を行い、原因究明と被害拡大防止に努めました。    

 

 

 

（１）立入検査 

区内に流通する食品の安全確保のため、食品営業施設に立ち入り、法令に定められた基準又

は規格等の遵守の徹底を指導しました。立入施設については、過去の食中毒発生状況、違反又

は苦情の発生履歴、取扱食品の特性等を考慮し、「監視及び衛生教育年間予定表」に基づき立

入検査を実施しました。立入検査の際には、食品の衛生的な取り扱い、施設設備の衛生管理、

従事者の衛生管理等について監視し、必要な指導を実施しました。（表１、表２） 

 

【表１ 年間立入検査実施状況】 

年度 食品関係施設数 年間立入件数 立入予定件数 達成率 

３ 20,255 7,788 1２,000 ６4.90％ 

４ 21,196 6,199 1２,000 51.66％ 

※食品関係施設数はいずれも各年度末現在 

 

【表２ 業種別立入検査実施状況】 

ア 食品衛生法に規定する営業 

業 種 別 施 設 数 監視件数 

総  数 20.893    5,909 

改正前許可業種 11,646 2,149 

改正後許可業種 4,757 3,167 

改正後届出業種 4,490 593 

 

イ 東京都ふぐの取扱い規制条例に規定する営業  

業 種 別 施 設 数 監視件数 

ふぐ取扱所 ２４６ ２３０ 

 

エ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 

 

ウ 食品衛生法施行細則に基づく生食用食肉取扱施設  

業 種 別 施 設 数 監視件数 

生食用食肉取扱施設 ４７ ２０ 

業 種 別 施 設 数 監視件数 

総  数 １０ ４０ 

認定小規模食鳥処理業 ９ ３９ 

届出食肉販売業者 1 １ 

５ 監視指導の実施結果 
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（２）食品等の検査（収去検査・現場簡易検査） 

収去検査年間予定に基づき、区内飲食店、食品製造業、食品販売業等の施設から、食品等

８７６検体の収去検査を行いました。（表 3） 

細菌検査（食中毒細菌など）は６９３検体を検査し、６８検体の要注意検体があったため

改善を指導しました。理化学検査（保存料、着色料、甘味料など）は１８３検体を検査し、3

検体の違反（否の判定）がありました。その内２検体の違反は、輸入者を管轄する保健所に

通報しました。また、施設に立ち入った際は、必要に応じて現場簡易検査を行い、調理従事

者の手指、調理器具類を対象とした検査を実施し、その結果を監視指導に活用しました。（表

４） 

 

【表３ 収去検査結果】 

種 別 総数 
細菌検査 化学検査 

検体数 否 要注意 検体数 否 要注意 

総  数 ８７６ ６９３ 0 68 １８３ ３ 0 

弁当類 107 107 0 17 ０ 0 0 

そうざい類 344 333 0 33 11 0 0 

菓子類 121 102 0 11 19 0 0 

魚介類・加工品 71 68 0 3 3 0 0 

缶詰・瓶詰 40 1 0 0 39 1 0 

清涼飲料水 34 17 0 0 17 1 0 

食肉・加工品 30 15 0 0 15 0 0 

その他 129 50 0 4 79 1 0 

※否とは、食品衛生法に基づく成分規格に違反したもの。また、要注意とは、成分規格や国の 

基準値がない食品及び東京都の指導基準等に逸脱したもの。 

 

【表４ 現場簡易検査結果】 

総 数 
検体数 不良検体数 

1,105 257 

 スタンプ検査 ATP清浄度検査 スタンプ検査 ATP清浄度検査 

内

 

訳 

まな板 52 0 0 0 

冷蔵庫 92 75 1 65 

食器類 116 73 0 28 

手 指 255 128 40 38 

その他 203 111 3 82 
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（３）法違反、苦情への対応 

ア 違反処理 

 立入検査により、表示基準の違反や施設基準の違反を発見した場合は、できる限りその場で

改善指導を行うとともに、改善に期間を要する場合は、書面にて指導を行いました。 

食中毒の発生等の緊急な安全確保が必要とされる場合は、営業停止命令又は施設および取扱

改善命令などの不利益処分を行いました。（表 5） 

 

【表５ 食中毒事件の措置状況】 

発生月日 責任の所在 
原因食品 

（推定含む） 
病因物質 患者数 不利益処分等の内容 

1.8  飲食店(一般) 
鶏肉料理を 

含む食事 
カンピロバクター ４ 

営業停止命令(５日間) 

自主休業（２日間） 

3.25 一般店(一般) しめさば アニサキス 1 
営業停止命令（1 日間） 

取扱改善命令 

4.1 飲食店(一般) カレー弁当 ウエルシュ菌 １５ 
営業停止命令(４日間) 

自主休業（３日間） 

施設および取扱改善命令 

5.7 家庭 魚介類の刺身 アニサキス 1 ― 

5.16 魚介類販売店 魚介類の刺身 アニサキス １  
営業停止命令（1 日間） 

取扱改善命令 

7.12 飲食店(一般) 魚介類の刺身 アニサキス １ 
営業停止命令（1 日間） 

取扱改善命令 

7.16 飲食店(焼肉) 
７月１５日に 

提供した食事 
ノロウイルス ４ 

営業停止命令(５日間) 

自主休業（２日間） 

取扱改善命令 

 

 

  イ 苦情への対応 

保健所に申し出のあった食品に関する苦情３００件については、速やかに食品の取り扱い状

況等の調査を行い、適切な処置と解決に努めました。関係事業者が区外の場合には、当該製造

所又は輸入者を所管する自治体へ調査を依頼しました。（表６） 

 

【表６ 苦情原因の内訳】 

件
数 

異
物
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ビ
発
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・
変
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全
性
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そ
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３００ 32 6 5 6 60 7 97 37 13 37 
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（１）食肉の生食、加熱不足による食中毒対策 

生や加熱不十分な鶏肉が原因食品と推定されるカンピロバクター食中毒が多発していること

から、飲食店に対し、生又は加熱不十分な料理の提供を控えるよう監視時の指導を強化しまし

た。更に、食肉の安全確保を図るため、区内の食肉販売業や食肉処理業、認定小規模食鳥処理

施設を監視し、カンピロバクター、サルモネラ属菌及び腸管出血性大腸菌等の細菌検査などを

実施しました。 

 

（２）ノロウイルスによる食中毒対策 

調理従事者の手指を介した食品の二次汚染による大規模食中毒発生が危惧されることから、過

去のノロウイルス食中毒の発生状況を分析評価し、食中毒の起きやすい施設に対し、重点的に監

視指導を実施しました。特に、食中毒が発生した場合に大規模化しやすい給食施設、弁当調理施

設、ホテル等の大量調理施設を中心に、重点的に監視指導を実施しました。更に、抵抗力の弱い

年齢層が利用する保育園や高齢者福祉施設等の給食施設に対しては、調理従事者の健康管理、適

切な加熱温度、二次汚染の防止（手指や食器類の消毒法等）における指導を行いました。 

 

 （３）アニサキス等寄生虫による食中毒対策 

アニサキスを始め、その他寄生虫を原因とする食中毒を予防するため、生食用の生鮮魚介類の

取り扱いの多い、すし店や宴会施設、魚介類販売業などを中心に監視や衛生講習会の際に食品等

事業者に対し注意喚起とともに予防法等について指導を行いました。 

 

（４）輸入食品の安全確保 

輸入食品の安全確保を図るため、区内に流通する輸入食品の監視や１２４検体の収去検査、

輸入業者への指導を実施しました。 

不適切な表示については、輸入業者や販売業者等の輸入食品取扱業者に対して指導を行い、適

正表示の徹底を図りました。 

遺伝子組換え作物の可能性がある輸入大豆を原料とした大豆加工品については、「遺伝子組換

え食品を含有する」「遺伝子組換え食品不分別」の表示が義務付けられていることから、区内で

流通している大豆の加工食品（豆腐）について、遺伝子組換え原材料（大豆）の原材料表示が適

切に行われているかの監視及び豆腐８検体を検査したところ、違反はありませんでした。 

 

（５）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化への対応 

令和 3 年 6月からＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が実施されるようになり、食品等事業者は、

衛生管理計画及び手順書を作成し、当該衛生管理計画及び手順書に沿った衛生管理の実施並び

に衛生管理状況を記録することが求めらるようになりました。食品等事業者が、ＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理に円滑に取り組むことができるよう、きめ細かい監視指導を実施しました。 

 

６ 重点的監視指導の実施結果 
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重点的監視指導事業の他、以下の監視指導事業を実施し、食の安全確保及び食中毒対策を行

いました。 

 

（１）緊急監視 

令和４年度は、有害食品等の排除のため、緊急に実施した緊急監視はありませんでした。 

 

（２）一斉監視等 

   ア 通年行う監視 

    重点的監視指導施設を中心に一斉検査を行いました。各施設へ立ち入る際は、施設内や食

品の微生物汚染状況を確認するため、収去検査や現場簡易検査を行いました。 

 

   イ 夏期及び歳末一斉監視 

食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する歳末においては、厚生労働省の方針を

踏まえ、東京都と連携し、監視指導を重点的に実施しました。東京都全体の実施結果につ

いて、東京都が取りまとめの上、東京都ホームページ及び報道機関へ公表しました。 

 

（３）社会福祉施設を含む集団給食施設の衛生管理 

小児・高齢者等抵抗力の弱い集団を対象とする小中学校、保育園、福祉関係施設等の集団給食

施設に対して、食中毒予防を目的とする１６３件の監視指導を実施しました。 

 

（４）ふぐ取扱い施設の衛生管理 

ふぐ取扱認証施設に対し２３０件の監視指導を行い、ふぐの取扱いや仕入記録の保管等の指

導を実施しました。 

 

（５）製造業の衛生管理 

有害食品などの流通を防止するため、東京都と連携し、製造業における原材料、製造工程及

び製品の監視指導を行いました。 

 

（６）大規模小売店等の衛生対策 

新宿駅周辺に立地するデパートなどの大規模小売店は集客力があり、食品の取扱量も多いた

め、事故が発生した場合、危害の規模が大きくなりやすいことから、重点的に監視指導を実施

しました。 

 

（７）適正な食品表示への対策 

食表示法に基づく食品の適正表示の徹底を図るため、区内に流通する食品について、食品製

造、加工、販売施設に立ち入り、1,870 品目の表示の監視指導を行いました。２６件の表示違

反があり、適正な表示に改善させるよう必要な措置を行いました。 

７ その他の監視指導の実施結果 
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（８）営業許可制度の見直し、営業届出制度創設への対応 

食品衛生法の改正により、令和 3 年 6 月から営業許可の業種区分が実態に応じて見直され、

許可業種以外の事業者に対する営業届出制度が創設されました。新たに届出の対象となる施設に

対して、食品等事業者が新制度に基づく届出を円滑に行えるよう周知するとともに、適正に衛生

管理を行うよう指導を実施しました。 

 

（９）行事における臨時営業者等に対する監視指導 

行事で食品を取扱う業者臨時出店者（区民）に対し、食品の衛生的な取扱いや調理従事手洗等

の指導を行いました。 

 

（10） 食品等事業者への食物アレルギー対応 

食品の製造や調理に際し、使用原材料に係る点検、確認の徹底を指導した。飲食店や製造業の

監視の際に東京都作成のピクトグラム（絵文字）を活用したパンフレットの配布し、食物アレル

ギー対策を推進しました。 

 

  （11）従業員（営業者）の国際化に伴う監視指導 

国際化が進む区内飲食店の従業員（営業者）に対し、施設の衛生管理や食品等の取り扱いにつ

いて指導を行いました。 

 

 

 

（１） 食品衛生推進員 

新宿区食品衛生推進員を通じて、自主的な衛生管理に関する情報を食品等事業者に提供し、

自主的な衛生管理の推進を支援しました。 

 

（２） 食品衛生自治指導員 

一般社団法人東京都食品衛生協会の食品衛生自治指導員を通じて、自主的な衛生管理に関す

る情報や技術を食品等事業者に提供し、自主的な衛生管理の推進を支援しました。 

 

（３）食品等事業者の HACCP に沿った衛生管理の支援 

食品等事業者に対し、「HACCP に沿った衛生管理」の周知と浸透を図るため、食品団体が

策定した手引書に基づき、事業者への支援を実施しました。また、小規模事業者向けに「食品

衛生 Web 講座」を配信し、HACCP に沿った衛生管理について普及啓発を実施しました。 

 

（４）手洗い検査機材及び衛生教育用ＤＶＤの貸し出し 

調理従事者等を対象に手洗い検査機材の貸し出し、正しい手洗い方法の周知徹底を図りました。

また、衛生教育用 DVD を貸し出し、調理従事者への食品衛生教育の充実を図りました。 

 

８ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 
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食品衛生に関する施策に区民や食品等事業者の意見を反映させるため、次の事項を実施しました。 

（１）区民の皆様への食品安全に係る情報提供 

食中毒の多発する時期の注意喚起や食品の安全確保に関する情報を広報新宿（表７）や区ホ

ームページに掲載しました。また、食中毒予防に関する情報を掲載した「食品衛生カレンダー

2023」を新宿区食品衛生協会と協動で 4,200 部作成し、区民の皆様に配布しました。また、

食品衛生法違反による不利益処分等の措置を実施した場合は、食品衛生上の危害の状況を明ら

かにするため、新宿区ホームページで公表しました。 

 

【表７ 広報新宿への情報提供】 

 内  容 

７月 5 日 夏の食中毒予防 

1２月 5 日 ノロウイルス食中毒予防   

 

（２）意見交換の機会の設定 

食品衛生講習会等を通じて、食品の安全性に関する知識の普及および消費者、食品等事業者

からの意見をうかがいました。 

 

（３）食品衛生監視指導計画の策定と公表 

令和４年度の食品衛生監視指導計画の策定にあたっては、素案の段階で新宿区ホームページ

や保健所窓口等で公表し、広く区民や食品等事業者から意見を求めました。いただいたご意見

は、内容を検討した上で計画策定の際の参考にしました。決定した食品衛生監視指導計画及び

計画実施状況については新宿区ホームページや保健所窓口等で公表しました。 

 

 

 

食品衛生監視指導に関する細菌検査は、新宿区保健所衛生課検査係で実施しました。また、食中毒

等の調査に関する試験検査は協定に基づき、東京都健康安全研究センターに委託して実施しました。

なお、細菌検査の一部と理化学検査、遺伝子組換え食品の検査については、厚生労働大臣登録検査機

関（以下「登録検査機関」という。）に委託して実施しました。 

 

（１）内部点検 

「新宿区の食品衛生検査施設等における検査等の業務管理要綱」に基づき、信頼性確保部門

による収去部門及び検査部門の内部点検を実施しました。 

 

（２）外部精度管理調査 

厚生労働大臣が、外部精度管理調査を実施するための具備すべき要件を適合と確認した機関

により、必要な検査項目ごとに外部精度管理調査を実施しました。 

９ 区民・食品等事業者への情報提供及び意見交換（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）の実施 

10 試験検査実施機関の体制 
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（３）検査機器の整備 

検査施設には厚生労働省令に定める機器類及びその他の検査に必要な機器類を計画的に整

備・更新するとともに、点検などを通じ、その維持管理を行いました。 

 

（４）検査員の研修等 

検査員の技術の維持、新たな検査技術の習得のため東京都健康安全研究センターを中心とし

た実務研修をはじめ、検査員相互の情報交換、また各種学会・講演会などを通じ検査情報の収

集を図りました。 

 

（５）東京都健康安全研究センター及び登録検査機関の精度管理 

東京都健康安全研究センター及び登録検査機関の精度管理委託契約に基づき、業務の適正な

管理を求め、必要に応じて精度管理の実施記録を確認しました。 

 

 

 

（１）食品等事業者等を対象とした食品衛生実務講習会 

飲食店や食品の製造業、販売業、集団給食施設等の事業者や食品衛生責任者等の資質向上の

ため、業種別講習会を実施し、食品衛生に関する情報や知識を提供しました（表８）。 

 

【表８ 事業者対象講習会】 

 実施総数 
（食品衛生実務講習会） 

営業者及び 

従事者 

食品衛生 

自治指導員等 

集団給食施

設従事者 

回数 １１ ７ ２ ２ 

人数 1,4０３ ７５０ ６７ ５８６ 

 

（２）食品衛生推進員等を対象とした講習会 

食品衛生推進員や食品衛生自治指導員の資質向上のため、講習会を実施し、衛生法規や自主

的な衛生管理に関する最新の情報を提供しました。 

 

（３）食品衛生監視員等の研修 

食品衛生監視員や食鳥検査員が知識および技術の向上のため、厚生労働省、東京都及び特別区

が実施する研修を受講しました。 

 

 

11 食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上 

【お問い合わせ先】 

新宿区保健所 衛生課 食品保健係 

電話：０３（５２７３）３８２７ 

所在地：新宿区新宿 5-18-21 

     新宿区役所第二分庁舎 3階 


